
 

 

 

                                     

                                         

 

 

 
                                      

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者月間記念講演会 

日   時  令和８年５月２２日（金） 

     １３時３０分～１５時 

会   場  まちなかキャンパス長岡  

３階３０１会議室 

（長岡市大手通２丁目６番地 フェニックス大手イースト） 

講   師 消費者力開発協会 

        フィンテックコンサルタント 宮下 直也 さん 

定   員  ４０人（先着順） 

申込期間  令和８年５月１日（金）～５月１９日（火） 

申込方法  ①お電話で   

📞３２－００８２（長岡市消費生活センター）  

           ②QR コード（LoGo フォーム）から 

                                                           

主催：長岡市消費者協会・長岡市消費生活センター 

参加 

無料 

～消費者力を高めるために～ 



 

5 月は「消費者月間」です 

消費者保護基本法（消費者基本法の前身）が昭和 43 年（1968 年）5 月に施
行されたことから、その施行 20 周年を機に、昭和 63 年（1988 年）から毎年 5 月を
「消費者月間」として、消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓
発・教育等の各種事業を集中的に行っています。 

令和８年度消費者月間統一テーマ（消費者庁） 
 

見える情報 見えない仕組み 

～ＡＩ時代の消費者力を高めるために～ 

 

デジタル化の進展に伴い、ＡＩなどに使われるアルゴリズムが発展するなど、インター
ネット上で消費者の選好を踏まえて情報が提供される「仕組み」も変化しており、消費
者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。 

消費者がデジタルの利便性を最大限に享受しつつ、安全・安心な消費生活を営む
ためには、アルゴリズムが情報を届ける仕組みやリスクを理解するなど、デジタル社会に
必要なリテラシーを高めることは重要です。 

今回の月間を通じて、デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本
的な知識を得て、消費者力を高めていきましょう。 

その結果、消費者一人一人の選択が「より納得感の高いもの」や、様々な社会課
題の解決につながる「エシカルなもの」になっていくと、今よりも明るい消費者の未来につ
ながると考えられます。 
 

知って安心の 

最新情報を get して消費者力 up！ FAQ 形式でトラブル解決を支援！ 


